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○　従来の児童虐待防止対策は、児童相談所のみで対応する仕組みであったが、平成16年の児童虐待防止法等の改正により、
「市町村」も虐待の通告先となり、「市町村」と「児童相談所」が二層構造で対応する仕組みとなっている
○　市町村虐待相談対応件数　　　平成17年度  40,222件　→　平成21年度  57,299件
○　各市町村単位で、子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）の設置が進んでいる（平成22年4月1日現在、
95.6％の市町村で設置（任意設置の虐待防止ネットワークを含むと98.7％））。
○　平成20年の児童福祉法改正法により、21年4月より、協議会の支援対象について、これまでの要保護児童に加え、乳児家
庭全戸訪問事業等で把握した養育支援を必要とする児童や出産前から支援を行うことが特に必要である妊婦も追加された。
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地域における児童虐待防止のシステム

児童虐待防止対策

概　　要 地域における児童虐待防止のシステム

児童虐待相談の対応件数及び虐待による死亡事例件数の推移
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第4次報告
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第5次報告
（H19.1.1～H20.3.31）

○　全国の児童相談所における児童虐待に関する相談対応件数は、児童虐待防止法施行前の平成11年度に比べ、平成21年
度においては3.8倍に増加。

○　児童虐待によって子どもが死亡した件数（心中以外）は、高い水準で推移。

※　第1次報告から第6次報告までの子ども虐待による死亡事例等の検証結果報告より
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詳細データ 児童虐待相談の対応件数及び虐待による死亡事例件数の推移
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